
  

【市の対応】 

《調査》所管課 
《通知》 

総合情報課 

《是正措置》所管課 

 

 

 

 

（第 13条） 

【通報者】 
（通報窓口に通報があった場合） 

《通報処理》総合情報課 

通  報 

公益通報の受付（第７条） 

通報者に該当（第５条） 

通報対象に該当（第６条） 

公益通報の適否の判定（第９条） 
《 所管課と協議 》 

調査の終了 

調査の実施（第 10条） 

通報対象

事実あり 

該当 

しない 

法令に基づく措置 

その他の適切な措置 

電 話 FAX
郵便 ﾒｰﾙ

面会 

情報提供と

して所管課

にて処理 

３０日以内 

通報対象

事実なし 

適否決定通知

（第 9 条） 

進捗状況報告

（第 11 条） 

措置結果通知 
（第 14 条 2） 

調査結果通知 
（第 11 条 2） 

進捗状況通知 
（第 11 条 2） 

調査結果報告

（第 11 条） 

措置報告 
（第 14 条） 

調査依頼（第 10 条） 

希望による 

希望による 

※通報に関して知り得た秘密を漏らしてはならない(4 条) 

通報者・調査

先の利益に十

分に配慮する 

通報の到達 

処分権限なし 処分権限あり 

権限を有する

機 関 を 教 示

（第８条） 

権限を有する

機 関 を 教 示

（第８条） 


